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●●●●障害児通所支援の申請障害児通所支援の申請障害児通所支援の申請障害児通所支援の申請    

市は申請に基づき、サービスを利用する対象者へ聞き取り調査等を行い、サービスの支給決定及び 

サービス利用に必要となる受給者証を交付します。 

 

≪支給決定までの流れ≫≪支給決定までの流れ≫≪支給決定までの流れ≫≪支給決定までの流れ≫    

                        

相   談 ・ 申   請 

 

                           

障害児支援利用計画（案）の提出依頼 ※市→利用者 

 

                              

障害児支援利用計画（案）の作成依頼 ※利用者→事業所（契約） 

 

         

障害児支援利用計画（案）提出 ※事業所→利用者→市 

 

                              

支給決定・受給者証交付 

 

                              

障害児支援利用計画提出 ※事業所→市 

 

                              

計画に沿ったサービス利用 

                              

 

定期的なモニタリングの実施 

 

  

 

 
障害児支援利用計画とは障害児支援利用計画とは障害児支援利用計画とは障害児支援利用計画とは    

適切なサービス利用を支援するために作成するも

のです。費用はかかりません。 


